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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は、“バイオ産業の英知を共有し、世界の人々の健康と豊かな暮らしに貢献すること”を企業

理念として、新規の医薬品の開発を自ら直接行い、あるいはコンサルティングといった形で新薬の

開発を間接的にサポートしております。この目的の達成を目指して事業活動を行っていくにあたっ

ては、経営の透明性、客観性を高めることを通じて企業価値の向上を図ることが経営の最重要課題

と考え、以下のとおり様々な施策を通じてコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 
 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を実施しております。 
 

 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

 

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 
松本 正  722,500 10.58 
王子ホールディングス株式会社 625,000 9.15 
帝國製薬株式会社 625,000 9.15 
サイバニクス・エクセレンス・ジャパン１号

投資事業有限責任組合 
490,500 7.18 

株式会社サノ 415,500 6.09 
オリックス株式会社 355,000 5.20 
新生響きブリッジ投資事業有限責任組合 290,000 4.25 
TNP スレッズオブライト投資事業有限責任組

合 
267,000 3.91 

株式会社 EXIT Solutions 265,000 3.88 
Yokohama Next 投資事業有限責任組合 250,000 3.66 
支配株主（親会社を除く）名 ― 

 

親会社名 （なし） 
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補足説明 

― 
 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 グロース市場 
決算期 ３月 
業種 医薬品 
直前事業年度末における(連結)従業員数 100 人未満 
直前事業年度における(連結)売上高 100 億円未満 
直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

― 
 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

― 
 

 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査役会設置会社 

 

【取締役関係】 

定款上の取締役の員数 7 名 
定款上の取締役の任期 2 年 
取締役会の議長 社長 
取締役の人数 ６名 
社外取締役の選任状況 選任している 
社外取締役の人数 ３名 
社外取締役のうち独立役員に指定されている

人数 
１名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 
a b c d e f g h i j k 

岩崎 俊男 他の会社の出身者            
渡部 珠雄 他の会社の出身者            
石川 稿太郎 他の会社の出身者       〇     

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 
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 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、 

法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 
役員 

適合項目に関する補足説

明 
選任の理由 

岩崎 俊男  岩崎 俊男氏は 2011 年 6
月より当社監査役を務

め、2017 年６月より当社

取締役を務めておりま

す。 

長年にわたり多くの企業経営

に携わり、その経歴を通じて

培った経営の専門家としての

経験・見識を当社の経営に反

映して頂くため、社外取締役

として選任しております。 
渡部 珠雄 〇 特記すべき事項はありま

せん。 
製薬企業における豊富な事業

開発の経験、その経歴を通じ

て培った製薬業界における知

識・見識をもっていることか

ら、当社の重要事項の決定や

業務執行を監督するのに適し

た人物であると判断し、社外

取締役として選任しておりま

す。 
また、同氏は当社が定める独

立役員の基準を満たしている

と判断しております。 
石川 稿太郎  石川稿太郎氏は、王子フ

ァーマ株式会社の代表取

締役社長であり、王子フ

ァーマ株式会社は、当社

の大株主である王子ホー

ルディングス株式会社の

グループ会社でありま

す。 

当社の主要な臨床開発パイプ

ラインであるペントサンに関

して、製造技術の開発を行い

複数の関連特許を国内外で取

得しており、さらに動物用関

節治療薬の臨床研究や大学や

クリニックとの共同研究も主

導してきた実績があり、技術

的知識、研究開発に対する見

識やネットワークを有してい

ることから、同氏の監督・助

言を通して、当社の研究開発

を加速させ、同氏の知識・経

験・能力を当社の経営に反映

して頂くため、社外取締役と

しての選任をお願いするもの

であります。 
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【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の

委員会の有無 
あり 

 

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性 

指名委員会に相当する任意の委員会 
委員会の名称 指名報酬委員会 

全委員 
(名) 

常勤委員 
(名) 

社内取締役 
(名) 

社外取締役 
(名) 

社内有識者 
(名) 

その他 
(名) 

委員長 
(議長) 

3 ― 1 2 ― ― 社外取締役 

 

報酬委員会に相当する任意の委員会 
委員会の名称 指名報酬委員会 

全委員 
(名) 

常勤委員 
(名) 

社内取締役 
(名) 

社外取締役 
(名) 

社内有識者 
(名) 

その他 
(名) 

委員長 
(議長) 

3 ― 1 2 ― ― 社外取締役 

 

補足説明 

当社は経営陣幹部・取締役の指名や報酬などの特に重要な事項の検討にあたり、社外取締役の適切

な関与・助言を得ることによる取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任の強化を目的として、

取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しております。 
当社の指名報酬委員会は、社外取締役 渡部珠雄を委員長とし、代表取締役社長 松本正、社外取締

役 岩崎俊男の３名で構成されております。 

 

【監査役関係】  

監査役会設置の有無 設置している 
定款上の監査役の員数 ４名 
監査役の人数 ３名 

 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査役及び会計監査人は、 
・相互の監査計画の交換並びにその説明・報告（三様監査会議） 
・定期的面談の実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有化 
を連携して行い監査の質的向上を図っております。 
 
 監査役及び内部監査部門は、 
・相互の監査計画の交換並びにその説明・報告（三様監査会議） 
・業務の効率性（財務報告の適正性を含む）の状況 
・会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等 
について連携して監査を実施しております 

 

社外監査役の選任状況 選任している 
社外監査役の人数 ３名 
社外監査役のうち独立役員に指定されている

人数 
２名 
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会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 
a b c d e f g h i j k l m 

饗庭 由理子 弁護士              
石野 修一 他の会社の出身者              
浦田 千嘉男 他の会社の出身者              

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

 c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 d.上場会社の親会社の監査役 

 e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、 

法律専門家 

 i.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 j.上場会社の取引先（f、g 及び h のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 m.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 
役員 

適合項目に関する補足説明 
選任の理由 

饗庭 由理子  饗庭 由理子氏は 2006 年 6 月

より当社監査役を務めておりま

す。同氏がパートナーを務める

桃尾・松尾・難波法律事務所と

法律顧問契約を締結しておりま

すが、同氏自身が顧問として関

与したことはございません。 
 

人格、見識ともに優れ、

当社の適正なコーポレー

ト・ガバナンスを構築

し、監査体制を引続き充

実・強化することを期待

して社外監査として選任

しております。 

石野 修一 

〇 特記すべき事項はありません。 製薬企業における豊富な

事業開発の経験、その経

歴を通じて培った製薬業

界における知識・見識が

あり、人格、見識ともに

優れ、当社の適正なコー

ポレート・ガバナンスを

構築し、監査体制を引続

き充実・強化することを

期待して社外監査として

選任しております。 
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また、同氏は当社が定め

る独立役員の基準を満た

していると判断しており

ます。 

浦田 千嘉男 

〇 特記すべき事項はありません。 製薬企業における医薬品

の営業販売部門から企画

管理・マーケティング部

門までの豊富な経験に加

え、米国 MBA の取得、

海外駐在時における経営

経験による、国際基準の

幅広い識見を有しており

ます。これらの経験と識

見により、監査役として

中立的かつ客観的な視点

で、健全かつ適切な運営

を目指す当社取締役の職

務執行を監査する人材と

して適任と判断した為、

社外監査役として選任し

ております。 
また、同氏は当社が定め

る独立役員の基準を満た

していると判断しており

ます。 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 ３名 

その他独立役員に関する事項 

当社は、現在は未上場会社であるため独立役員を有しておりませんが、上場後は一般株主の利益に

配慮し、継続的に企業価値を高める手段の一つとして、独立役員を 2 名以上届け出る予定でありま

す。 
当社は社外取締役の「独立性基準」を以下のとおり定め、独立役員の資格を充たす者をすべて独立

役員に指定する方針です。 
＜独立性基準＞ 
次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。 
 (１）当社の業務執行者（過去 10 年以内に業務執行者であったものを含む） 
 (２）当社の主要株主またはそれに所属している者（過去 1 年以内に該当したものを含む） 
 (３）当社の会計監査人または会計監査人の業務に従事する従業員 
 (４）当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注１）を得ているコンサルタント、会計

専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所

属する者をいう。） 
  (５）10 年以上継続して就任している当社の取締役または監査役 
（６）当社が寄付を行っている先の業務執行者又はその出身者 
（７）主要な取引先（注２）もしくはその業務執行者 
（８）当社を主要な取引先とする者（注３）もしくはその業務執行者 
（９）上記（１）～（８）に掲げる者の配偶者、二親等内の親族または同居の親族。 
 
（注）１（個人の場合）3 事業年度の平均で年間 1,000 万円以上 

（団体の場合）3 事業年度の平均で総収入の 2%以上 
２ 当社の売上高の 2%以上の支払いを当社に行ったもの 

３ 相手方の連結売上高の 2%以上の支払いを当社が行ったもの 
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取締役へのインセンティブ付与に関する施策

の実施状況 
ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

当社は、業績向上に対するインセンティブ付与を目的として、新株予約権方式によるストックオプ

ションを付与しております。 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員 

該当項目に関する補足説明 

当社は、当社の取締役、従業員に対して、業績向上に対するインセンティブ付与を目的として、新

株予約権方式によるストックオプションを付与しております。 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

当社は、報酬総額が１億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

当社の取締役の報酬は、固定の「基本報酬」のみとし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等

を総合的に考慮して取締役会から諮問を受けた指名報酬委員会が審議し、取締役会へ答申した上で

取締役会で決定されます。また、業績連動報酬等については、導入しないこととしております。 
株主総会の決議による報酬年額は、取締役 60,000 千円以内、監査役 40,000 千円以内（いずれも

2004 年 12 月 10 日開催臨時株主総会決議）となっております。 
非金銭報酬等として、取締役に対して、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目

的として、不定期に、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内におい

て、ストックオプション（新株予約権）を付与します。個別の取締役に付与するストックオプショ

ンの個数は、個別の取締役の役位、職責、在任年数その他業績も総合考慮して決定することとして

おります。 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

社外取締役を含む各取締役（含む監査役）との日程調整、議案の確認等の取締役会の運営実務は管

理部が行っており、欠席役員に対する取締役会の内容伝達等も同部署が担当しております。毎回の

取締役会開催にあたっては、当該決議・報告にかかる資料等を事前に配布しております。 

 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制

の概要) 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。 
a．取締役会 
当社の取締役会は取締役６名により構成されており、定時取締役会を毎月１回開催するほか必要に

応じて臨時取締役会を開催して経営上の重要な意思決定並びに業務の進捗状況の確認、予算統制等

を行っております。当社は取締役会の業務執行に対する監督機能をコーポレート・ガバナンスの最

重要点のひとつと位置付けており、これを実効あらしめるためにも、６名の取締役のうち、常勤で

業務執行を行う取締役３名に対して、残る３名を非常勤の社外取締役とし、医薬品開発事業に精通

する人物を登用しております。 
b．監査役会 
監査役会は取締役の職務執行を監督する重要な機関であり、監査役会は毎月１回開催するとともに
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必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会は全員（３名）が社外監査役で構成され

ており、監査役は原則として全ての取締役会に出席し、またその他の社内の重要な会議にも随時出

席して業務や財産の状況を調査し、取締役の職務執行を監査しております。 
c．経営戦略会議 
経営戦略会議は、業務執行取締役及び執行役員以上の職位の者で構成され、月次決算に関する事項

や医薬品開発の進捗状況、その他重要な業務の進捗状況の報告を行い、また、取締役会に上程する

事項、その他経営に関する重要な事項を審議するため、毎月１回開催しております。 
d. 指名報酬委員会 
当社は経営陣幹部・取締役の指名や報酬などの特に重要な事項の検討にあたり、社外取締役の適切

な関与・助言を得ることによる取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任の強化を目的として、

取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しております。 
d．責任限定契約 
当社は、会社法第 427 条第１項の規定により社外取締役及び監査役との間で、任務を怠ったことに

よって当社に損害賠償責任を負う場合は法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結できる旨

を定款で定めており、社外取締役及び監査役と当該契約を締結しております。なお、贈収賄などの

犯罪行為や法令違反を認識しながら行った行為に起因する役員自身の損害等は補償対象外とするこ

とにより、社外取締役及び監査役の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じておりま

す。 
 

 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は、柔軟かつ迅速な意思決定を図り、かつ経営の透明性・健全性を確保するために有効である

と判断し、上記のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。 

 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 
株主総会招集通知

の早期発送 
当社は、株主が議決権行使に必要な議案検討のための時間を十分に確保でき

るように、株主総会招集通知の早期発送に取り組んでまいります。 
集中日を回避した

株主総会の設定 
今後検討すべき課題として考えております。 

電磁的方法による

議決権の行使 
今後検討すべき課題として考えております。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

今後検討すべき課題として考えております。 

招集通知 (要約 )の
英文での提供 

今後検討すべき課題として考えております。 

その他 定時株主総会の開催に引き続き、株主向けの経営報告会を開催しておりま

す。 
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２．IR に関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 
ディスクロージャ

ー ポ リ シ ー の 作

成・公表 

当社のホームページ内に IR 専門サイトを開設し、当該 IR
専門サイトにおいて公表する予定であります。 

 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

個人投資家向け説明会を定期的に実施する予定でありま

す。 
あり 

アナリスト・機関

投資家向けに定期

的説明会を実施 

アナリスト・機関投資家向け説明会を定期的に実施する予

定であります。 
あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

海外投資家向けに説明会を定期的に実施することを検討し

ております。 
あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 
当社のホームページ内に IR 専門サイトを開設し、IR 資料

を掲載する予定であります。 
 

 

IR に関する部署(担
当者)の設置 

管理部が IR 担当の部署、取締役管理部長が IR 担当責任者

となります。 
 

 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 
社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

当社は顧客、取引先、株主等当社のステークホルダーとの関係を重視し、ス

テークホルダーを尊重しております。「会社情報開示規程」に基づき、適切な

情報開示を行ってまいります。 

環 境 保 全 活 動 、

CSR 活動等の実施 
今後検討すべき課題として考えております。 

ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

当社は「会社情報開示規程」及び「インサイダー取引防止規程」を定めてお

り、ステークホルダ―に対して適時・適切な情報開示を行うことを定めてお

ります。 

 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、会社法 362 条第４項第６号に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で

定める体制の整備」において、業務の有効性及び効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、法令等

の遵守、資産の保全の４つの目的の達成に努めることを基本原則とした「内部統制に係る基本方

針」を 2006 年６月 28 日開催の取締役会にて定める決議を行い、2012 年 9 月 10 日、2013 年 10 月

8 日、2022 年 9 月 14 日に改訂しております。現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用

を行っており、その概要は以下のとおりです。 
ａ 取締役､執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制に関する事項 
業務の適法性・効率性、財務諸表の信頼性、コンプライアンスの確保等を達成するため、「取締役

会規程」、「監査役監査基準」、「組織・業務分掌規程」、「職務権限規程」等により、各組織の役割及

び責任を明確にし、法令及び定款遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。 
また、内部監査人は、「内部監査規程」に従い、代表取締役に対し、内部監査の結果及び改善勧告
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に基づく改善状況の結果を報告する。 
ｂ 取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理の体制に関する事項 
取締役、執行役員及び使用人など当社内の全ての者を対象として､｢文書管理規程｣を定め､全ての職

務の執行に係る情報の取扱･管理･保存等が適切に行われることを徹底とする。 
ｃ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制に関する事項 
組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は管理部が行い、各部署に付随するリスク管理は当該

部署が行い、事業活動に伴う重大なリスクの顕在化を防ぎ、万が一不測の事態が発生した場合に

は、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害を最小限にとどめるための体

制を整えることとする。 
ｄ 取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制に関する事項 
当社の組織体制や取締役及び執行役員の職務に係る｢組織・業務分掌規程｣、「職務権限規程」を定

め､各組織の所管事項や職務権限･責任を明確化し､適正かつ効率的な職務の執行のための体制を整

備するものとする。また､｢取締役会規程｣など重要会議の規程を定め､適正かつ効率的な意思決定を

行うための体制を整備するものとする。 
ｅ 監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当社使用人に関する

事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 
監査役が必要とした場合、合理的な範囲で監査役の職務を補助する使用人をおくこととする。ま

た、監査役の職務補助者としての当該使用人の職務に関しては、取締役の指揮命令を受けないもの

とするほか、取締役及び執行役員は、監査役監査の重要性及び有用性を十分認識し、当該使用人の

取締役からの独立性の確保に留意するものとする。 
ｆ 取締役､執行役員及び使用人の監査役への報告体制その他の監査役への報告体制に関する事項 
全ての取締役､執行役員及び使用人は､当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実発生､信用を著

しく失墜させる事態､法令違反や重大な不当行為などについて､書面もしくは口頭にて監査役又は監

査役会に報告を行うものとする。また上記にかかわらず､監査役は必要に応じ､いつでも取締役､執

行役員又は使用人に報告を求めることができるものとする。 
ｇ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制に関する事項 
代表取締役は､監査役監査の重要性及び有用性を十分認識し､自らの職責として監査の環境整備に努

めるものとする。 
ｈ 反社会的勢力を排除するための体制の整備 
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては一切の関係を遮断し、これらの圧力

に対しても、警察や顧問弁護士等の外部専門機関と緊密に連携して、毅然とした態度で臨むことと

する。また、当社は「反社会的勢力対策規程」を定め、反社会的勢力の排除に関する対応部署を設

置し、反社会的勢力及び団体とは断固として対決することを全社員に周知徹底する。 
 

 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社の代表取締役社長である松本正は、かねてより反社会的勢力との関係を徹底的に排除するとい

う確固たる信念を有しており、現在まで反社会的勢力との関係は一切ありません。 
当社ではコンプライアンス遵守を実現するために、「反社会的勢力対策規程」を 2007 年 10 月 12 日

に制定し、常に社会的常識を備えた行動を心がけ、反社会的勢力との一切の関係を遮断するよう努

めております。 

 

 

Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

― 
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２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

 代表取締役社長 松本 正は 2017 年３月にテラ株式会社の社外取締役に就任しました。2018 年

6 月に当時のテラ株式会社社長による株式売却手続の法令違反及び社内規程違反等の疑義が生じた

ため、松本を含む社外役員が主導して取締役会で第三者委員会の設置と原因究明を決議し、同年９

月に調査報告書を受領しました。しかし、松本と社内役員では調査報告書の解釈に相違があり、松

本が求めた改善が見られなかったので、2019年３月に松本は退任しました。なお、松本以外の社外

役員についても全員同月に退任しております。 
その後に生じたＣＥＮＥＧＥＮＩＣＳ ＪＡＰＡＮ株式会社とのメキシコにおける開発計画は、退任

後 1 年経過して新体制の元で発生したものであり、松本は関知しておりません。 
 
 当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制の様式図を参考資料として添付しており

ます。 

 

【模式図(参考資料)】 
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【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

・決算情報及び業績予想、配当予想の修正等の情報 

 

 

・決定事実 

 
 

・発生事実 

 

 

 

 

 

 

以上 

取締役会 
④決算情報の報

告を受け、開示

資料の審議・承

認 
⑤監査役が開示

の 有 無 に つ い

て、意見を陳述 

会社情報開示

担当者 
②開示資料案

（決算短信、

四半期決算短

信）作成 

会社情報開示

担当者 
①各部署から

決算に関連す

る資料受領 

会社情報開示

責任者 
⑥情報開示 

代表取締役、 
会社情報開示責任者 
③代表取締役、会社情報開示

責任者は、会社情報開示担当

者から説明を受け、開示資料

案の内容確認を行うほか、業

績予想、配当予想の修正等の

開示の要否を検討 
 

取締役会 
④議案の審議・

承認 
⑤開示資料の審

議・承認 
⑥監査役が開示

の 有 無 に つ い

て、意見を陳述 

会社情報開示担

当者 
②開示資料案作

成 

代表取締役、 
会社情報開示責任

者 
③代表取締役、会

社情報開示責任者

は、会社情報開示

担当者から説明を

受けて、開示資料

案の内容を確認 

会社情報開示責

任者 
①取締役会の付

議事項をもとに

情報開示の必要

性を検討 

会社情報開示

責任者 
⑦情報開示 

会社情報開示担

当者 
②情報収集、情

報開示の必要性

の検討 
③開示資料案作

成 

代表取締役、 
会社情報開示責任

者 
④会社情報開示担

当者から代表取締

役、会社情報開示

責任者に開示につ

いての検討結果の

説明 

会社情報開示担

当者 
①各部署から発

生した事実に関

する情報の受領 

会社情報開示責

任者 
⑥情報開示・ 
取締役会への資

料回付 

監査役 
⑤開示の有無

について、意

見を陳述 


